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○基幹統計調査の承認  

 

統計調査の名称  実  施  者  主  な  承  認  事  項  承認年月日  

該当無し   

 

 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。  
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H25.5.8 エネルギー消費統計調査（平成25年承認） 経 済 産 業 大 臣

H25.5.14 建築物実態調査（平成25年承認） 国 土 交 通 大 臣

H25.5.20 港湾運送事業雇用実態調査（平成25年承認） 厚 生 労 働 大 臣

H25.5.24 歯科技工料調査（平成25年承認） 厚 生 労 働 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.5.9 広島県地域包括ケア（地域生活ニーズ）調査 広 島 県 知 事

H25.5.15 グローバル人材に関する企業アンケート 岩 手 県 知 事

H25.5.16 仙台市企業経営動向調査 仙 台 市 長

H25.5.16 震災復興支援に向けた市内事業所に対するアンケート調査 仙 台 市 長

H25.5.20 福岡市商店街実態調査 福 岡 市 長

H25.5.22
市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調
査

茨 城 県 知 事

H25.5.24 神奈川県観光客消費動向等調査 神 奈 川 県 知 事

H25.5.24 神奈川県入込観光客調査 神 奈 川 県 知 事

H25.5.29 民間保育士給与調査 大 阪 市 行 政 委 員 会 委 員 長

H25.5.30 こころとからだの健康調査 東 京 都 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.5.1 職種別民間給与実態調査附帯調査
新潟県人事委員会委員長、新
潟 市 人 事 委 員 会 委 員 長

H25.5.7 職種別民間給与実態調査附帯調査
大阪府人事委員会委員長、大阪市行政委員会
委 員 長 、 堺 市 人 事 委 員 会 委 員 長

H25.5.20 静岡市女性の労働実態調査 静 岡 市 長

H25.5.23 受動喫煙に関する県民意識調査 神 奈 川 県 知 事

H25.5.23 受動喫煙に関する施設調査 神 奈 川 県 知 事

H25.5.23 京都府民の意識調査 京 都 府 知 事

H25.5.23 労働条件等実態調査 和 歌 山 県 知 事

H25.5.29 夏季一時金等要求・妥結状況調査 茨 城 県 知 事

H25.5.31 広島県職場環境実態調査 広 島 県 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 エネルギー消費統計調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年５月８日 

【実施機関】 経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課需給政策室 

【目 的】 本調査は、我が国の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業

別・都道府県別に把握し、エネルギー・環境政策の企画・立案を図るための基礎

資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－第１号調査票（ａ） ２－第１号調査票（ｂ） ３－第２号調査票 

４－第３号調査票 ５－第４号調査票 ６－第５号調査票 ７－第６号調

査票 ８－第７号調査票 ９－第８号調査票 １０－第９号調査票 

【公 表】 インターネット（調査実施年の翌年３月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査票－１号から調査票－７号に係る調査対象範囲及び調査

事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－第１号調査票（ａ） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類「Ｅ

製造業」に属する従業者数９人以下の事業所（経済産業省特定業種石油等消

費統計調査の調査対象事業所を除く。）、並びに大分類「Ｇ情報通信業」、「Ｈ

運輸業、郵便業」（小分類「４２１鉄道業」を除く。）、「Ｉ卸売業、小売業」、

「Ｊ金融業、保険業」、「Ｋ不動産業、物品賃貸業」（小分類「６９２貸家業、

貸間業」及び「６９３駐車場業」のうち、個人経営の事業所を除く。）、「Ｌ

学術研究、専門・技術サービス業」、「Ｍ宿泊業、飲食サービス業」（細分類

「７５９９他に分類されない宿泊業」を除く。）、「Ｎ生活関連サービス業、

娯楽業」、「Ｏ教育、学習支援業」、「Ｐ医療、福祉」、「Ｑ複合サービス業」及

び「Ｒサービス業（他に分類されないもの）」に属する従業者数１９人以下

の事業所であって、第３号調査票～第７号調査票に該当しない事業所 （抽

出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿を母集団とし、熱量換算

エネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽

出枠を設定し、無作為に抽出した調査対象事業所のうち、後記⑤のビルオー

ナー等名簿に登載されていない事業所を選定する。ただし、前年度調査まで

の結果、（常用稼働していると判断した時価発電設備を所有・管理している

事業所。）を基に作成した自家発電設備名簿に登録されている事業所につい

ては全数調査とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４０，０００／４，５００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月

１日～調査実施年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報
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告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日（ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日） 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ２－第１号調査票（ｂ） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類「Ｅ

製造業」に属する従業者数１０人以上の事業所（経済産業省特定業種石油等

消費統計調査の調査対象事業所を除く。）、大分類「Ｆ電気・ガス・熱供給・

水道業」（小分類「３３１電気業」のうち発電所及び小分類「３４１ガス業」

のうちガス製造工場を除く。）に属する事業所並びに大分類「Ｇ情報通信業」、

「Ｈ運輸業、郵便業」（小分類「４２１鉄道業」を除く。）、「Ｉ卸売業、小売

業」、「Ｊ金融業、保険業」、「Ｋ不動産業、物品賃貸業」（小分類「６９２貸

家業、貸間業」及び「６９３駐車場業」のうち、個人経営の事業所を除く。）、

「Ｌ学術研究、専門・技術サービス業」、「Ｍ宿泊業、飲食サービス業」（細

分類「７５９９他に分類されない宿泊業」を除く。）、「Ｎ生活関連サービス

業、娯楽業」、「Ｏ教育、学習支援業」、「Ｐ医療、福祉」、「Ｑ複合サービス業」

及び「Ｒサービス業（他に分類されないもの）」に属する従業者数２０人以

上の事業所であって、第３号調査票～第７号調査票に該当しない事業所 

（抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査名簿を母集団とし、熱量換算

エネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽

出数を設定し、無作為に抽出した調査対象事業所のうち、後記⑤のビルオー

ナー等名簿に登載されていない事業所を選定する。ただし、製造業は従業者

数５０人以上、非製造業は従業者数１００人以上の事業所、または、自家発

電設備名簿に登載されている事業所については全数調査とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９５，０００／６００，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日

～調査実施年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．（１）燃料消費量、（２）
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燃料転換量、５．（１）自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備

の稼働状況、（３）自家発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）

熱源の購入・受入量、（２）熱源の発生・回収量、（３）熱源の消費量、（４）

熱源の販売・払出量、７．（１）従業者数、（２）延べ床面積、（３）売上高・

営業収入 

※ 

【調査票名】 ３－第２号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類「Ａ

農業、林業」（小分類「０１１耕種農業」及び「０１２畜産農業」を除く。）、

「Ｂ漁業」、「Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業」及び「Ｄ建設業」に属する事業

所であって、第３号調査票～第７号調査票に該当しない事業所 （抽出枠）

平成２１年経済センサス－基礎調査名簿を母集団とし、熱量換算エネルギー

消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽出数を設定

し、無作為に抽出した調査対象事業所を選定する。ただし、従業者数１００

人以上の事業所、または、自家発電設備名簿に登載されている事業所につい

ては全数調査とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８，０００／６００，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日

～調査実施年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ４－第３号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国、地方公共団体に属する事業

所（平成２１年経済センサス－基礎調査における乙調査対象事業所） （抽

出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査名簿を母集団とし、熱量換算エネ

ルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽出数

を設定し、無作為に抽出した調査対象事業所のうち、後記⑤のビルオーナー

等名簿に登載されていない事業所を選定する。ただし、製造業は従業者数５

０人以上、非製造業は従業者数１００人以上の事業所、または、自家発電設

備名簿に登載されている事業所については全数調査とする。 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１６０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日

～調査実施年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．（１）燃料消費量、（２）

燃料転換量、５．（１）自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備

の稼働状況、（３）自家発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）

熱源の購入・受入量、（２）熱源の発生・回収量、（３）熱源の消費量、（４）

熱源の販売・払出量、７．（１）従業者数、（２）延べ床面積 

※ 

【調査票名】 ５－第４号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）前年度調査までの結果から、第

１号調査票、第２号調査票及び第３号調査票においてビルオーナー等がビ

ル・施設全体のエネルギーについて把握していると回答した事業所のビルオ

ーナー等のうち、民営のビルオーナー等 （抽出枠）平成２１年経済センサ

ス－基礎調査名簿を母集団とし、熱量換算エネルギー消費量の合計が、産業

別に、目標精度を達成するために必要な抽出数を設定し、無作為に抽出した

調査対象事業所のうち、前年度調査までの結果（第１号調査票、第２号調査

票及び第３号調査票においてビルオーナー等がビル・施設全体のエネルギー

について把握していると回答した事業所のビルオーナー等のうち、民営のビ

ルオーナー等）を基に作成したビルオーナー等名簿に登載されている事業所

を選定し、そのビルオーナー等を報告者とする。ただし、自家発電設備名簿

に登載されているビルオーナー等については全数調査とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３

月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 
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【調査票名】 ６－第５号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）エネルギー使用の合理化に関す

る法律（以下「省エネ法」という。）に基づく定期報告の対象事業所（第１

種・第２種エネルギー管理指定工場）のうち、第３号調査票に該当しない事

業所のビルオーナー等 （抽出枠）エネルギー管理指定工場名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３月末日 

（系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．（１）燃料消費量、（２）燃料転換量、４．（１）自家発

電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家発電量、

（４）自家発電の販売・払出量、５．（１）熱源の購入・受入量、（２）熱源

の発生・回収量、（３）熱源の消費量、（４）熱源の販売・払出量、６．（１）

従業者数、（２）延べ床面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ７－第６号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）省エネ法に基づく定期報告の対

象事業所（第１種・第２種エネルギー管理指定工場）のうち、ビル・施設を

除く事業所であって、第３号調査票及び第７号調査票に該当しない事業所 

（抽出枠）エネルギー管理指定工場名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３月末日 

（系統） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ８－第７号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）熱供給事業法に基づく熱供給事

業者、省エネ法に基づく定期報告の対象事業所（第１種・第２種エネルギー
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管理指定工場）のうち熱供給業を営む事業所及び前年度調査の結果から、熱

を発生かつ販売していると回答した事業所 （抽出枠）熱供給事業者名簿、

エネルギー管理指定工場名簿及び前年度調査の結果から、熱を発生かつ販売

していると回答した事業所名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３月末日 （系

統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ９－第８号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）電気事業法に基づく一般電気事業

者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者 （抽出枠）一般電気事業者名

簿、特定電気事業者名簿及び特定規模電気事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３月末日 （系

統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）調査対象所在地、（２）事業所名、（３）通称名、２．購入電力

量又は受電量、３．電力の契約会社及び契約種別、４．燃料消費量、５．（１）

自家発電設備の所有・管理状況、（２）自家発電設備の稼働状況、（３）自家

発電量、（４）自家発電の販売・払出量、６．（１）従業者数、（２）延べ床

面積、（３）売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 １０－第９号調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）ガス事業法に基づく一般ガス事業

者、ガス導管事業者及び大口ガス事業者 （抽出枠）一般ガス事業者名簿、

ガス導管事業者名簿及び大口ガス事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年の前年４月１日～調査実施年の３月末日 （系
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統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月～６月１５日 ただし、平成２４年

度調査は平成２５年６月～７月２２日 

【調査事項】 １．（１）本社の所在地、（２）企業名、２．産業別・都道府県別ガス販売

量  
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【調査名】 建築物実態調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年５月１４日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策課 

【目 的】 本調査は、着工建築物及び除却建築物の届出の実態を現地調査により把握し、

住宅行政等の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－建築物実態調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物 

【備 考】 １．調査事項の一部変更、（１）調査対象の範囲、（２）調査結果の公表の方

法及び期日、（３）調査票情報の保存期間及び保存責任者の変更 

※ 

【調査票名】 １－建築物実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）調査実施年の前年中に建築工事

に着手した建築物及び除却の工事が行われた除却建築物の使用主等 （抽出

枠）国勢調査区から調査区を都道府県別・市部郡別に無作為に抽出し、調査

区内を調査員が回り選定する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１２６／５４０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査実施前年の１月１

日～１２月３１日 （系統）国土交通省－都道府県－統計調査員（都道府県、

市町村職員等）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月１日～１１月１５日 

【調査事項】 １．着工建築物（１）建築主の種別、（２）着工時期、（３）工事種別、（４）

１棟の用途、（５）構造、（６）床面積の合計、（７）工事別、（８）住宅の種

類、（９）住宅の戸数、（１０）住宅の床面積の合計、２．除却建築物（１）

除却原因、（２）除却時期、（３）用途、（４）構造、（５）建築物の数、（６）

住宅の戸数、（７）床面積の合計  
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【調査名】 港湾運送事業雇用実態調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年５月２０日 

【実施機関】 厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室 

【目 的】 本調査は、港湾労働法第２条第２号の規定に基づく一般港湾運送事業，港湾

荷役事業，はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事

業所について，当該事業に従事する労働者の雇用の実態を調査し，今後の港湾労

働対策を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－港湾運送事業雇用実態調査票 

【公 表】 インターネット（ｅ－ｓｔａｔ） 

【備 考】 今回の変更は、① 厚生労働省が取り組んでいる高年齢者雇用確保措置に関

して、港湾運送事業における継続雇用制度の導入状況に係る調査事項を新たに設

ける。②港湾労働法に定める港湾労働者派遣制度（※）に関して、港湾派遣労働

者及び日雇労働者の職種別就労状況並びに港湾派遣労働者の派遣就業日数の制

限に係る調査事項を新たに設ける。※ 港湾労働事業者が、自ら雇用する常用労

働者により対応ができない場合に、他の事業主の直接常用雇用労働者を受け入れ

ることを可能とする制度。ただし、港湾労働者の派遣就業には、「１人１月につ

き７日」の上限がある。 

※ 

【調査票名】 １－港湾運送事業雇用実態調査票 

【調査対象】 （地域）港湾労働法第２条第１号に規定する港湾（東京港、横浜港、名古

屋港、大阪港、神戸港及び関門港） （単位）事業所 （属性）港湾労働法

第２条第２号の規定に基づく一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送

事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所 （抽出枠）

港湾労働法第２条第１号に規定する港湾（東京港、横浜港、名古屋港、大阪

港、神戸港及び関門港）及び港湾労働法第２条第２号の規定に基づく港湾運

送事業又は港湾運送関連事業を行う事業所の範囲における約１０００事業

所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）他計 （把握時）平成２５年６月３０日 （系統）厚生労働省→都

府県労働局→公共職業安定所→統計調査員 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する状況、２．港湾運送事業量に関する事項、３．

常用労働者の労働条件に関する事項、、４．港湾派遣労働者及び日雇労働者

の利用に関する事項、５．荷役の波動性に関する事項、６．教育訓練の実施

に関する事項  
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【調査名】 歯科技工料調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年５月２４日 

【実施機関】 厚生労働省保険局医療課 

【目 的】 本調査は、歯冠修復及び欠損補綴に際して用いられる各種歯科技工物の歯科

技工料を調査し、歯科保険医療について検討するための基礎資料を得ることを目

的とする。 

【調査の構成】 １－歯科医療機関用調査票 ２－歯科技工所用調査票 

【公 表】 非公表 

※ 

【調査票名】 １－歯科医療機関用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科医療機関 （抽出枠）医療

施設調査の結果を基に作成する名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／６８，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日～７月

３１日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）西暦奇数年の６月下旬～９月９日 

【調査事項】 １．歯科医療機関における外注歯科技工料に係る歯科技工物別の金額、２．

総取扱い件数 

※ 

【調査票名】 ２－歯科技工所用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科技工所 （抽出枠）社団法

人日本歯科技工士会の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，９００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日～７月３１

日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）西暦奇数年の６月下旬～９月９日 

【調査事項】 １．歯科技工所における外注歯科技工料に係る歯科技工物別の金額、２．

総取扱い件数 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 広島県地域包括ケア（地域生活ニーズ）調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月９日 

【実施機関】 広島県健康福祉局高齢者支援課 

【目 的】 本調査は、在宅の要支援・要介護認定の更新申請者やその家族がおかれてい

る現状や在宅医療、介護、予防、住まい、生活支援等の地域生活ニーズについて

明らかにし、各市町における地域包括ケアシステムの構築を行うための基礎資料

とするもの。 

【調査の構成】 １－広島県地域包括ケア（地域生活ニーズ）調査票 

※ 

【調査票名】 １－広島県地域包括ケア（地域生活ニーズ）調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位） （属性）在宅で生活している要支援・要

介護者のうち、要支援・要介護認定の更新申請をしている者であって、調査

期間に認定調査の対象となる者（その家族を含む。）とする。 （抽出枠）

要支援・要介護認定者のうち、在宅で生活している者で、要支援・要介護認

定の更新申請をしている者であり、かつ調査期間に認定調査の対象となる者

（及びその家族）の全数 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８，０００ （配布）調査員・郵送 （取集）

調査員・郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年６月１日～８月３１日

現在 （系統）広島県－市町（認定調査員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２５年６月１日～８月３１日 

【調査事項】 １．世帯類型、２．家族の介護の状況、３．介護者の就労状況、４．排泄

の方法・場所、５．着替えの状況、６．家族・友人等との会話の頻度、７．

介護保険以外の生活支援サービスの利用状況、８．歯磨き、入れ歯の手入れ

等の状況、９．服薬状況、１０．入退院の状況、１１．健康管理や体調に関

する相談先、１２．食事の摂取状況、１３．施設入所・入居の検討状況、１

４．要介護・要支援認定の対象者と介護者（家族）の続柄、１５．介護者の

心身の状況、１６．介護者の就労上の制約の有無、１７．介護者の疲労感と

その対応、１８．施設入所・入居検討のきっかけ 

※ 

【調査票名】 ２－地域包括ケアシステム構築に向けたアンケート調査 在宅療養支援診

療所・在宅療養支援病院 調査票Ｂ 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）医療機関 （属性）在宅療養支援診療所、

在宅療養支援病院 （抽出枠）東海北陸厚生局 届出受理医療機関名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）
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自計 （把握時）平成２４年１２月１日現在（一部の項目については、平成

２４年１１月１日～１１月３０日の実績） （系統）愛知県－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年１２月中旬～翌年１月下旬 

【調査事項】 １．連携先医療機関数、２．在宅における看取り件数、３．在宅患者訪問

診療料を算定している患者数等 

※ 

【調査票名】 ３－地域包括ケアシステム構築に向けたアンケート調査 居宅介護支援事

業所 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）その他 （属性）居宅介護支援事業所 （抽

出枠）愛知県介護保険施設・事業所指定状況一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２４年１２月１日現在（一部の項目については、

平成２４年１１月１日～１１月３０日の実績） （系統）愛知県－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年１２月中旬～翌年１月下旬 

【調査事項】 １．退院時カンファレンスの参加状況、２．緊急時等居宅カンファレンス

の参加状況、３．平成２４年１１月分の介護報酬の算定状況等  
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【調査名】 グローバル人材に関する企業アンケート（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月１５日 

【実施機関】 岩手県政策地域部ＮＰＯ・文化国際課 

【目 的】 本調査は、グローバル化の進展により、本件では今年度、「いわてグローバル

人材育成ビジョン（仮）」を策定することとしており、県内企業が求める人材像

や教育機関に対する要望などグローバル人材に関するニーズを把握し、本ビジョ

ン策定の参考及び関係機関等との調整の基礎資料とするもの。 

【調査の構成】 １－グローバル人材に関する企業アンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－グローバル人材に関する企業アンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）岩手県全域（全３３市町村） （単位）事業所 （属性）岩手県

内に所在する事業所 （抽出枠）選定に使用する名簿等：会社年鑑（２０１

３年版） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０００／１００００ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）平成２５

年４月１日 （系統）岩手県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）６月上旬に実施し、下旬に回収 

【調査事項】   
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【調査名】 仙台市企業経営動向調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月１６日 

【実施機関】 仙台市経済局産業政策部経済企画課 

【目 的】 本調査は、市内事業所の経済動向を継続的に把握することにより、適切かつ

効果的な経済施策を推進するための基礎資料作成を目的とするもの。 

【調査の構成】 １－仙台市企業経営動向調査票 

※ 

【調査票名】 １－仙台市企業経営動向調査票 

【調査対象】 （地域）仙台市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「不

動産業、物品賃貸業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、

娯楽業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所 （抽

出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査名簿から、上記の産業大分類及び

中小企業基本法を参考にした３つの従業者規模別に無作為抽出により選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４８，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年四半期ごと（１～３月、

４～６月、７～９月、１０～１２月） （系統）仙台市ー報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成１１年４月調査以降） （実施期日）４月中旬、

７月中旬、１０月中旬、１月中旬 

【調査事項】 １．売上、収益の状況、２．製品単価、原材料価格の状況、３．今期の在

庫、労働力、設備、資金繰りの状況、４．今後の従業員数、設備投資の予定、

５．業況、６．業況の変化、７．経営上の課題、８．金融機関の貸出の対応  
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【調査名】 震災復興支援に向けた市内事業所に対するアンケート調査（平成２

５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月１６日 

【実施機関】 仙台市経済局産業政策部経済企画課 

【目 的】 本調査は、震災による市内事業所の被害状況や回復状況の推移及び復興に向

けた施策のニーズ等を継続的に把握することにより、適切かつ効果的な支援施策

の企画立案のための基礎資料作成を目的とするもの。 

【調査の構成】 １－震災復興支援に向けた市内事業所に対するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－震災復興支援に向けた市内事業所に対するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）仙台市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「不

動産業、物品賃貸業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、

娯楽業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所 （抽

出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査名簿から、上記の産業大分類及び

中小企業基本法を参考にした３つの従業者規模別に無作為抽出により選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４８，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年半年ごと（１～６月、７

～１２月） （系統）仙台市ー報告者 

【周期・期日】 （周期）半年（平成２３年７月調査以降） （実施期日）７月中旬、１

月中旬 

【調査事項】 １．震災直前と比較した概況、（１）受注量、生産・販売量、原材料の供

給量、単価の変化（２）取引先数、資金繰り、従業員の雇用体制、２．震災

直前と比較した回復状況、（１）受注量、生産量、売上高、経常利益、労働

力、３．回復の阻害要因、復旧・復興需要、４．各種支援策の利用状況、５．

復旧・復興を促進する支援策、６．仙台市の経済行政、産業政策への意見等  
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【調査名】 福岡市商店街実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２０日 

【実施機関】 福岡市経済観光文化局産業振興部振興課 

【目 的】 本調査は、福岡市内全商店街の現況と抱える課題を把握することにより、そ

の調査結果を基に本市商店街支援施策を商店街の実情に即したものへ見直しを

行い、ひいては商店街の活性化に繋げることを目的とするもの。 

【調査の構成】 １－福岡市商店街実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－福岡市商店街実態調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市内全商店街 （単位） （属性）商店街代表者 （抽出枠）

本市で把握する各商店街代表者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５７ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）平成２５年６月１７日 （系統）福岡市ー民間事業者

ー報告者 

【周期・期日】 （周期）４年毎 （実施期日）平成２５年６月１７日から２６年３月２

０日 

【調査事項】 １．基本属性、２．団体の概要、３．景況感、４．団体の活動及び運営等、

５．団体における会員の加入状況、６．団体が抱えている問題、７．団体の

施設、８．取り組みと市への要望  
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【調査名】 市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査（平

成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２２日 

【実施機関】 茨城県企画部統計課 

【目 的】 本調査は、茨城県内の市町村における住民の転入・転出に係る理由を把握し、

県及び市町村が実施する各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とするもの。 

【調査の構成】 １－市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県の市町村のうち、別に選定する市町村 （単位） （属性）

別に選定する市町村において、転入届及び転出届を提出する者 （抽出枠）

転入届及び転出届を市町村住民登録担当窓口に提出する際に、併せて調査票

を記載させ回収する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）調査期間中に転入又は転出する者に同じ （配

布）市町村住民登録窓口 （取集）市町村住民登録窓口 （記入）自計 （把

握時）平成２５年９月１日から平成２５年９月３０日まで （系統）茨城県

－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年９月１日から平成２５年９

月３０日まで 

【調査事項】 １．転入元又は転出先、２．移動する理由、３．移動する者の性別及び年

齢 

※ 

【調査票名】 ２－県外転出調査票 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）個人 （属性） （抽出枠）県外への転出

者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）その他（市町村窓口） （取

集）その他（市町村窓口） （記入）自計 （把握時）月 （系統）島根県

－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月（平成２４年１０月以降）翌月の１０

日 

【調査事項】 １．性別、２．出生年月、３．移動理由、４．転出先 

※ 

【調査票名】 ３－職権調査票 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）市町村 （属性）市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）月 （系統）島根県－報告者 
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【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月（平成２４年１０月以降）翌月の１０

日 

【調査事項】 １．性別、２．移動別、３．出生年月（住民基本台帳法第８条の規定によ

り住民票の記載又は削除されることとなる者について）  
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【調査名】 神奈川県観光客消費動向等調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２４日 

【実施機関】 神奈川県産業労働局観光商業部観光課 

【目 的】 本調査は、実効性のある新たな観光振興施策の展開や施策効果の検証を図る

ため、神奈川県内の各地域における観光客の動態や消費動向、満足度の要因や再

来訪の意向などを調査する。 

【調査の構成】 １－神奈川県観光客消費動向等調査票 

※ 

【調査票名】 １－神奈川県観光客消費動向等調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位） （属性）県内の観光地及び観光施設を

訪れた観光客 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００ （配布）調査員調査 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）四半期ごと （系統）県―民間事業者―

報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）７月下旬、１０月下旬、１月下旬、３月

下旬 

【調査事項】 １．訪問者の属性、（１）年代、（２）居住地、（３）性別、２、訪問者の

動態、（１）訪問の目的、（２）目的地、（３）交通手段、（４）移動ルート、

（５）満足度、（６）再来訪意向、３．観光消費の状況、（１）消費の内訳、

（２）消費のエリア  

－ 22 －



【調査名】 神奈川県入込観光客調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２４日 

【実施機関】 神奈川県産業労働局観光商業部観光課 

【目 的】 本調査は、神奈川県内の各観光地を訪れる観光客の入込状況を把握し、県・

市町村の観光施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－標準日実数調査票、２－観光施設利用者数調査票、３－観光宿泊施

設利用数調査票 

※ 

【調査票名】 １－標準日実数調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位） （属性）市町村 （抽出枠）神奈川県

内の全３３市町村が各自把握する観光施設及び観光宿泊施設 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３３ （配布）オンライン調査、その他 （取

集）その他（Ｅメール） （記入）自計 （把握時）四半期ごとの月別実績 

（系統）県ー市町村 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）６ 月末日、 ９ 月末日、 １２ 月

末日、 ３ 月末日 

【調査事項】 １．日帰り客数、２．宿泊客数、３．観光客宿泊費、４．飲食費、５．そ

の他消費額 

※ 

【調査票名】 ２－観光施設利用者数調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位） （属性）観光施設 （抽出枠）神奈川

県内の全３３市町村が各自把握する観光施設及び観光宿泊施設 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４００ （配布）オンライン調査、その他（Ｅ

メール） （取集）メール、電話、ＦＡＸ （記入）自計、他計 （把握時）

四半期ごとの月別実績 （系統）県ー市町村ー事業者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）６ 月、 ９ 月、 １２ 月、 ３ 月

末日 

【調査事項】 １．日帰り客数、２．宿泊客数、３．観光客宿泊費、４．飲食費、５．そ

の他消費額 

※ 

【調査票名】 ３－観光宿泊施設利用数調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位） （属性）観光宿泊施設 （抽出枠）神

奈川県内の全 ３３市町村が各自把握する観光施設及び観光宿泊施設 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３００ （配布）オンライン調査、その他（Ｅ

メール） （取集）メール、電話、ＦＡＸ （記入）自計、他計 （把握時）

四半期ごとの月別実績 （系統）県ー市町村ー事業者 
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【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）６ 月、 ９ 月、 １２ 月、 ３ 月

末日 

【調査事項】 １．日帰り客数、２．宿泊客数、３．観光客宿泊費、４．飲食費、５．そ

の他消費額  
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【調査名】 民間保育士給与調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２９日 

【実施機関】 大阪市行政委員会事務局任用調査部 

【目 的】 本調査は、大阪市立の保育所に勤務する保育士と民間の保育施設に勤務する

保育士の給与とを比較検討するための基礎資料の作成を目的とする。 

【調査の構成】 １－民間保育士給与調査票 

※ 

【調査票名】 １－民間保育士給与調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）事業所 （属性）在籍児童３０人以上の私

立の認可外保育施設 （抽出枠）大阪市内認可外保育施設一覧を使用 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約３０事業所 （配布）郵送・その他（職員） 

（取集）郵送・その他（職員） （記入）自計 （把握時）平成２５年４月

１日現在 （系統）大阪市行政委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２７日から７月３１日まで 

【調査事項】 保育施設名、保育施設所在地、設置法人名、法人所在地、保育施設従業員

数、在籍児童数、作成者氏名・部署名、保育施設の電話番号、保育施設のＦ

ＡＸ番号、職種、役職、雇用形態、就労形態、生年月、保育士資格の有無、

決まって支給する給与総額（うち、時間外手当額、通勤手当額）、現施設（法

人）への就任年月  
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【調査名】 こころとからだの健康調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月３０日 

【実施機関】 東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 

【目 的】 本調査は、急激な高齢化率の上昇を踏まえ、高齢化に伴う認知症の生活実態

および認知症に関する意識を把握し、認知症の理解を深め、認知症の早期発見、

早期受診につながるための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－こころとからだの健康調査 

※ 

【調査票名】 １－こころとからだの健康調査 

【調査対象】 （地域）東京都町田市真光寺１～３丁目、真光寺町、能ヶ谷１～７丁目、

広袴１～４丁目、広袴町、境川団地（木曽東２丁目、木曽東３丁目の一部） 

（単位）個人 （属性）６５歳以上の男女 （抽出枠）住民基本台帳より、

平成２５年３月３１日時点で６５歳以上である対象者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，１９９ （配布）郵送 （取集）調査員 （記

入）併用 （把握時）平成２５年６月１７日現在 （系統）東京都－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月１７日から平成２５年

７月２６日まで 

【調査事項】 １．回答者の属性、２．既往歴、３．外出頻度、４．ソーシャルサポート

状況、５．自覚的認知機能低下の程度、６．自覚的社会機能低下の程度、７．

精神的健康度、８．日中の眠気 
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○届出統計調査の受理 

（２）変更 

【調査名】 職種別民間給与実態調査附帯調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月１日 

【実施機関】 新潟県人事委員会事務局総務課、新潟市人事委員会事務局 

【目 的】 本調査は、新潟県職員及び新潟市職員の諸手当について検討するため、人事

院の一般統計調査である職種別民間給与実態調査の調査項目の附帯的事項とし

て、民間事業所の諸手当の支給状況を把渥することを目的とする。 

【調査の構成】 １－職種別民間給与実態調査附帯調査（平成２５年度） 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－職種別民間給与実態調査附帯調査（平成２５年度） 調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）事業所 （属性）４月分の最終給与締切日

現在において、企業規模５０人以上で、かつ、事業所規模５０人以上の事業

所で次の産業に属するもの（ただし、次の経営形態のものを除く。１．政府

機関及びその関係機関、２．地方公共団体及びその関係機関、３．大使館・

領事館及び国際連合等の関係機関、４．企業組合等） 日本標準産業分類の

次の大分類に該当するもの。「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利

採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信

業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、

物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食サービス

業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、

「複合サービス事業」（中分類の郵便局に分類されるものを除く。）「サービ

ス業」（中分類の宗教及び外国公務に分類されるものを除く。） （抽出枠）

職種別民間給与実態調査管理名簿（新潟県、新潟市） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０５／１，１７０ （配布）職員 （取

集）職員 （記入）他計 （把握時）４月分の最終給与締切日現在（４月遡

及改定を含む。） （系統）（新潟市以外）新潟県人事委員会－報告者、（新

潟市）新潟市人事委員会－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２５年５月１日～平成２５年６月１８日 

【調査事項】 通勤手当の支給状況 １．交通用具使用者に対する通勤手当の支給制度等 

２．高速道路、新幹線等利用者に対する通勤手当の支給制度等  
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【調査名】 職種別民間給与実態調査附帯調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月７日 

【実施機関】 大阪府人事委員会事務局給与課給与グループ、大阪市行政委員会事務局任

用調査部調査課、堺市人事委員会事務局給与調整係 

【目 的】 本調査は、地方公共団体の職員の給与等の勤務条件は、地方公務員法第１４

条において、社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講じなければな

らないとされている。そこで、職種別民間給与実態調査で把握しない事項につい

て把握することを目的とし、職種別民間給与実態調査の附帯調査として本調査を

実施する。。 

【調査の構成】 １－平成２５年職種別民間給与実態調査 附帯調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２５年職種別民間給与実態調査 附帯調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）１－企業規模が従業員５

０人以上であり、かつ、事業所規模が従業員５０人以上の事業所（１）政府

機関及びその関係機関（２）地方公共団体及びその関係機関（３）大使館・

領事館及び国際連合等の関係機関（４）企業組合等 ２－日本標準産業分類

の次の大分類に該当するもの（１）農業、林業（２）漁業（３）鉱業、採石

業、砂利採取業（４）建設業（５）製造業（６）電気・ガス・熱供給・水道

業（７）情報通信業（８）運輸業、郵便業（９）卸売業、小売業（１０）金

融業、保険業（１１）不動産業、物品賃貸業（１２）学術研究、専門・技術

サービス業（１３）宿泊業、飲食サービス業（１４）生活関連サービス業、

娯楽業（１５）教育、学習支援業（１６）医療、福祉（１７）複合サービス

業（中分類の郵便局に分類されるものを除く。）（１８）サービス業（中分類

の宗教及び外国公務に分類されるものを除く。） （抽出枠）職種別民間給

与実態調査の母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／４，８００ （配布）職員 （取

集）職員 （記入）他計 （把握時）平成２５年５月１日現在 （系統）大

阪府人事委員会事務局－報告者、大阪市行政委員会事務局－報告者、堺市人

事委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２５年５月１日～６月１８日 

【調査事項】 私傷病（労災を除く）による休暇・休職制度の状況、積立年休制度の状況、

病気休暇制度の状況、病気休職制度の状況、傷病手当金の支給時期の状況、

私傷病（労災を除く）による休暇・休職中の賃金保障の支給状況。  
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【調査名】 静岡市女性の労働実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２０日 

【実施機関】 静岡市生活文化局市民生活部男女参画・市民協動推進課 

【目 的】 本調査は、静岡市に所在する事業所及びそこで働く女性の雇用・労働実態を

把握し、雇用機会均等法順守の観点や、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）実現のための施策を推進する基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－事業所調査票、２－従業員調査票 

【備 考】 １．調査の周期、２．選定に使用する名簿等、３．調査の実施期間又は調査

票の提出期限、４．調査方法、５．調査票の配布・回収 

※ 

【調査票名】 １－従業員調査票 

【調査対象】 （地域）静岡市内 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、

保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿

泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援

業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されない

もの）」に属し、従業員数３０人以上の事業所 （抽出枠）事業所母集団デ

ータベースから従事者数が３０人以上の静岡市内の事業所を抽出したもの

を母集団名簿として、事業所の分類（上記属性的範囲参照）ごとに一定の抽

出率（約１７％）で無作為抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，７５４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月１日 （系統）静岡市

ー民間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）おおむね５年ごと （実施期日）平成２５年７月１日～８月３

１日 

【調査事項】 １．事業所、２．従業員、３．管理職、４．教育訓練、５．福利厚生、６．

セクシュアル・ハラスメント、７．女性の活用、８．女性パートタイマー、

９．女性社員に対する職場の雰囲気、１０．ワーク・ライフ・バランス 

※ 

【調査票名】 ２－従業員調査票 

【調査対象】 （地域）静岡市内 （単位） （属性）日本標準産業分類に掲げる「鉱業、

採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、

「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、

「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、

飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医
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療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

に属し、従業員数３０人以上の事業所 （抽出枠）事業所母集団データベー

スから従事者数が３０人以上の静岡市内の事業所を抽出したものを母集団

名簿より抽出された事業所ごとに、６人を調査対象とする。調査対象は男女

各３人を基本とするが、実際の抽出は各事業所に依頼する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，８００／１５８，５２４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月１日 （系統）

静岡市→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）おおむね５年ごと （実施期日）平成２５年７月１日～８月３

１日 

【調査事項】 １．本人、２．労働時間、３．有給休暇、４．育児休業と介護休業、５．

管理職への昇進についての考え方と理由、６．教育訓練の状況、７．上司の

性別についての考え方、８．セクシュアル・ハラスメントの有無、９．働く

理由、１０．仕事を選ぶ基準、１１．仕事を続けていく上での悩みや不安、

１２．女性の就業、１３．正規従業員、１４．パートタイマー、１５．ワー

ク・ライフ・バランスの認知度や取り組み状況、希望  
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【調査名】 受動喫煙に関する県民意識調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２３日 

【実施機関】 神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 

【目 的】 本調査は、神奈川県民の受動喫煙に関する意識及び県内の公共的施設におけ

る受動喫煙防止対策の実施状況等を把握することにより、「神奈川県公共的施設

における受動喫煙防止条例」の見直し及び今後の受動喫煙防止対策推進方策を検

討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－受動喫煙に関する県民意識調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。なお、本調査の名称には、「意識」の

文言が付されているが、調査事項の中に「事実の報告」が含まれていることから、

これら「事実の報告」に係る部分について、統計法上の「統計調査」として届出

が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－受動喫煙に関する県民意識調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の男女 （抽

出枠）住民基本台帳からの層化２段無作為抽出により選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／７，４１７，２６８ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年６月１日現

在 （系統）神奈川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２５年６月１７日～平成２５年７月１

日 

【調査事項】 １．属性（性別、年代、居住地域、喫煙習慣の有無）、２．受動喫煙の認

知度、３．「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知度、４．

受動喫煙の曝露状況、５．今後の受動喫煙防止対策についての意見 等  
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【調査名】 受動喫煙に関する施設調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２３日 

【実施機関】 神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 

【目 的】 本調査は、神奈川県内の公共的施設における受動喫煙防止対策の実施状況等

を把握することにより、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の見

直し及び今後の受動喫煙防止対策推進方策を検討するための基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－受動喫煙に関する施設調査票 

※ 

【調査票名】 １－受動喫煙に関する施設調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）「神奈川県公共的施設に

おける受動喫煙防止条例」の規制対象施設 （抽出枠）「平成２１年経済セ

ンサス－基礎調査」等から施設種別ごとに層化無作為抽出により選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，５００／１９２，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年６月１日現在 （系

統）神奈川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２５年６月１７日～平成２５年７月１

日 

【調査事項】 １．属性（施設種別、形態、規模（面積））、２．受動喫煙の認知度、３．

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知度、４．受動喫煙

防止対策の実施状況、５．今後の受動喫煙防止対策についての意見 等  
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【調査名】 京都府民の意識調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２３日 

【実施機関】 京都府政策企画部計画推進課 

【目 的】 本調査は、既存の統計資料では測定できない府民の生活実感に係る実態を調

査し、その結果を分析することにより、京都府社会が、府政運営の指針である「明

日の京都」がめざす「だれもがしあわせを実感できる社会」へと向かっているか

どうかや、府政運営の方向性が府民意識とかけ離れていないかどうかなどを点検

するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １ー京都府民の意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－京都府民の意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）京都府全域 （単位）個人 （属性）京都府内在住の満２０歳以

上の府民 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，１００／２，６４０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）都道府県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年度６月 

【調査事項】 １．子育て・子育ち、教育に関する事項、２．就労、医療・福祉、介護等

に関する事項、３．防犯・防災、食の安心・安全等に関する事項、４．家族

や友人、近隣や地域との絆に関する事項、５．環境、文化に関する事項  

－ 33 －



【調査名】 労働条件等実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２３日 

【実施機関】 和歌山県商工観光労働部労働政策課 

【目 的】 本調査は、和歌山県内の事業所に雇用される労働者の労働条件、各種制度等

の実態を明らかにし、それらの改善と、労使関係の安定に資するための基礎資料

を作成することを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働条件等実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）和歌山県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類 １．

建設業、２．製造業、３．電気・ガス・熱供給・水道業、４．情報通信業、

５．運輸業、郵便業、６．卸売業、小売業、７．金融業、保険業、８．不動

産業、物品賃貸業、９．学術研究、専門・技術サービス業、１０．宿泊業、

飲食サービス業、１１．生活関連サービス業、娯楽業、１２．教育、学習支

援業、１３．医療、福祉、１４．複合サービス事業、１５．サービス業（他

に分類されないもの）に属する事業所のうち、常用雇用者が１０人以上の事

業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査 １．常用雇用者が３

０人以上の事業所は全事業所を選定（１４００事業所）２．常用雇用者１０

人以上３０人未満の単独事業所、本所は、産業分類別に層化抽出により選定

（６００事業所） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／６，４００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）和

歌山県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月２６日～８月３１日 

【調査事項】 １－事業所の現況（１．事業所名、所在地、産業分類等、２．事業所の労

働者数）、２－賃金、労働時間（１．賃金体系、２．休暇制度、３．多様な

就労形態、４．週休制、５．年次有給休暇及びその付与方法、６．時間外労

働の割増賃金率について、７．労使間での労働条件の話し合いについて）、

３－定年制（１．定年制の有無、形態、２．定年後の制度）、４－育児・介

護休業制度等（１．育児休業制度の規定の有無、内容、２．育児休業制度の

男女別利用者数、３．育児休業の利用期間別人数、４．育児休業を取得する

際の雇用管理、５．介護休業制度の規定の有無、内容、６．介護休業制度の

男女別利用者数、７．育児・介護のための支援措置、８．託児施設の運営が

ある場合の年間利用者数、９．育児休業・介護休業の導入及び運用における

問題点、１０．子の看護休暇制度の規定の有無、内容、１１．子の看護休暇

制度の利用者数、１２．介護休暇制度の規定の有無、内容）、５－パートタ
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イム労働者（１．一般労働者、パートタイム労働者に適用される制度、２．

パートタイム労働者の労働契約、３．パートタイム労働者に対する労働条件

の有無、４．パートタイム労働者から正社員への登用）、６－公益通報者保

護法（１．公益通報についての規定、相談窓口の有無、２．通報、相談の有

無）、７－人事・労務管理（１．管理職及びそのうちの女性の管理職の人数、

２．女性の出産後の就労状況、３．職場におけるセクシュアルハラスメント

等に対する取り組み、４．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

に関する取り組み、４．メンタルヘルスケアに関する取り組み、５．人事・

労務管理についての関心事）  
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【調査名】 夏季一時金等要求・妥結状況調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月２９日 

【実施機関】 茨城県商工労働部労働政策課 

【目 的】 本調査は、茨城県内企業の要求・妥結状況を把握し、労使関係者の参考資料

として提供し、労使関係の安定に資する基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－夏季一時金等要求・妥結状況調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－夏季一時金等要求・妥結状況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）労働組合 （属性）労働法適用組合 （抽

出枠）労働組合基礎調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／８５０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月上旬～８月中旬 （系統）茨城県

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月上旬～８月中旬 

【調査事項】 １．組合名、２．組合員数、３．平均賃金、４．平均年齢、５．要求額、

６．要求月日、７．妥結額、８．妥結月日、９．一時金の決定方式等  
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【調査名】 広島県職場環境実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年５月３１日 

【実施機関】 広島県商工労働局雇用労働政策課 

【目 的】 本調査は、広島県内企業における職場環境の整備状況等の実態を調査して明

らかにし、効果的な行政施策を行うための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－事業主調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業主調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）事業所 （属性）平成２１年度経済センサ

ス－基礎調査において調査対象とされ、かつ、常用労働者数１０人以上の民

営の本所（単独事業所を含む）事業所（農林漁業及び鉱業を除く産業に属す

る） （抽出枠）平成２１年度経済センサス－基礎調査対象企業等名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１１，４０６ （配布）郵

送 （取集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年６月１日現在 （系

統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月１日～１９日 

【調査事項】 １．事業所について、２．仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）

について、３．男女雇用機会均等法関連について、４．パワーハラスメント

対策について、５．育児休業制度等について、６．介護休業制度等について、

７．年次有給休暇について、８．次世代育成支援対策推進法に基づく一般事

業主行動計画策定等について、９．障害者の雇用について、１０．高年齢者

の雇用について、１１．若年者の雇用について、１２．広島県の取組につい

て、１３．行政への要望について 

－ 37 －




